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知
立
市
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の

も
の
の

給
与
に
関
す
る
条
例

の
特
例

を
定
め

る
条
例
の
一
部

を
改

正
す
る
条
例
案
新
旧

対
照
表
 

（
議

案
第
８
７
号
、

参
考
資
料
）
 

改
正
後
 

改
正

前
 

令
和

２
年

1
2
月

24
日

か
ら

令
和

３
年

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
お

け
る

市
長

の
給

料
月

額
は
、
知
立
市
特
別
職

の
職
員
で
常

勤
の
も
の
の
給

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

45
年
知

立

市
条
例
第
36
号
）
第
３

条
第
１
号
の

規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
号

に
定
め
る
額
か
ら
当

該

額
に
1
0
0
分
の
1
0
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ

た
額
と
す
る
。
 

１
 

令
和
２

年
７
月

１
日
か
ら
令
和

２
年

1
2
月

23
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
市
長
、
副
市
長

及
び
教

育
長
の

給
料
月

額
は
、
知
立
市
特
別
職
の

職
員

で
常

勤
の
も
の

の
給
与
に
関

す

る
条
例
（
昭
和

4
5年

知
立
市
条
例
第

3
6号

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条

第
１

号
の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず

、
同

号
に
定
め

る
額
か

ら
当

該
額
に

市
長
に

あ
っ
て

は
1
00

分
の
2
0
を
乗
じ

て
得
た

額
を
、
副
市
長
に
あ
っ
て

は
10
0
分
の
７

を
乗
じ
て
得
た
額

を
、

教
育
長

に
あ
っ

て
は
1
0
0
分
の
５
を

乗
じ
て

得
た

額
を
減
じ

た
額
と
す

る
。
 

 
２

 
令

和
２

年
1
2
月

１
日

の
基

準
日

（
条

例
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

基
準

日
を
い

う
。
）
に
係
る

期
末
手

当
の
額

は
、
同
条

第
２
項
及
び
第
３
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の

基
準

日
に

係
る

同
条

第
２

項
及

び
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

算
出

さ
れ

る
期

末
手

当
の
額

か
ら
市

長
に
あ

っ
て
は

そ
の
全
額
を
、
副
市
長
及
び
教
育

長
に

あ
っ
て
は
そ
の

1
0
0
分

の
5
0に

相
当
す

る
額
を
減
じ

た
額

と
す
る
。
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